
スタジオレンタル利用規約 

 

本利用規約での当スタジオとは Shuko Ballet Academy が運営するスタジオのことを、

また利用者とは、当方と契約のうえスタジオを賃貸使用する個人を指します。なお、当

契約は、複数人でのご利用の場合でも、代表者個人(または代表者グループ)とのご契約

となります。契約は、利用申し込みによりスタジオ予約が発生した時点で、本利用規約

に同意したものとみなされます。 

 

１． 利用目的 

当スタジオレンタルとは、バレエをはじめ、各種ダンスや演劇など、個人やグループに

よる練習用途のために、ご利用いただけるものです。 

 

２． ご契約について 

担当者とのやりとりは全てインスタグラムのダイレクトメッセージにておこないます。 

Ⅰ.定期でご利用になる方は、あらかじめ利用者登録が必要です。 

Ⅱ.インスタグラムプロフィールのＵＲＬからカレンダーを確認後、希望される利用日

時の予約申し込みをダイレクトメッセージにお送りください。 

 

３． スタジオ利用について 

Ⅰ.利用者はスタジオの備品およびスタジオの状態について善管注意義務を負います。 

Ⅱ.下記に該当する利用は、お断り致します。 

・クラシックバレエ教室の運営 

・公序良俗に反するものならびに法律に違反する行為 

・不衛生なもの、劇薬、危険物を取り扱う行為 

・規定を逸した騒音レベルを伴う行為 

・規定人数(12人)を超える人数での利用 

・喫煙(※スタジオ内禁煙) 

・その他当スタジオ担当者が不適当と判断するもの 

 

４． スタジオ利用時間について 

Ⅰ.8時から 21時で当スタジオが利用可能な時間 

Ⅱ.利用申し込みは最低 30分以上とします。 

Ⅲ.後片付けについて、ゴミは各自持ち帰ること。スタジオの汚れに関係なく、必ずモ

ップをかけること、室内灯及び空調の電源を消すこと、戸締りをおこなうこと。 

 

 



 

５． レンタル料金について(料金は税込) 

Ⅰ.30分･･･1,650円 1時間･･･3,300円 

Ⅱ.レンタル料金については、ご利用日の 1 週間前までに、契約期間に相当する料金を

下記指定口座へお振込みください。 

 みずほ銀行 高田馬場支店 普通 4218287 オモテヤミサコ 

 

６． レンタル料金の延長・短縮について 

スタジオ利用時間が予約時間を超過した場合、利用者は 30 分単位の延長料金を支払う

義務を負います。ご利用当日、予約時間に遅れる、或いは予約時間より早く退室するな

どの理由による利用時間・料金の変更や返金は致しません。 

 

７． キャンセルについて 

キャンセルの場合、当スタジオが定める方法によりお手続きください。 

キャンセル料は下記とさせていただきます。 

 利用日の 7日より前･･･料金の 50％相当 

 利用日の 7日以内･･･料金の全額相当 

キャンセル料は５に記載する振込先口座へお振込ください。 

 

８． レンタル契約の途中解除について 

Ⅰ.３-Ⅱに該当する行為が行われていると当スタジオが判断した場合、当スタジオはス

タジオの利用契約を予告なく解除できるものとします。その際、レンタル料金のご返金

は致しません。 

Ⅱ.その他、天変地異等、不可抗力によりスタジオ利用の継続が不能になった場合の損

害について、当スタジオは一切の責任を負いません。また、レンタル料金のご返金は致

しません。 

 

９． 保障について 

Ⅰ.当スタジオは利用者の所有する物の盗難、紛失、破損に対する保証は致しません。 

Ⅱ.利用終了後、施設、設備、備品等を利用前の状態に戻してください。 

 なお、施設、設備、備品等を破損、汚損、滅失した場合は、弁償していただきます。 

Ⅲ.当スタジオ利用の際に起こった、いかなる事故に対しても、当スタジオは責任を負

いません。 

Ⅳ.特に汚れが著しく、清掃を必要とする場合は、別途清掃料を申し受けます。また器

物破損、損壊が出た場合は現状復旧にかかる費用をご請求させていただきます。 

 


